
令和７年度 第２回教育・保育部会 

 

令 和 7 年 10 月 27 日 （ 月 ） 

1 3 時 3 0 分 ～ 1 5 時 3 0 分 

名古屋市役所東庁舎 5階 大会議室 

 

１ ≪報 告≫ 

 

（１）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

【資料１】 

 

２ ≪議 題≫ 

 

（１）今後の教育・保育施策のあり方検討について 

【資料２】 

 

（２）利用定員設定の考え方の見直しについて 

                  【資料３】 

 

（３）令和 8年 4月における新たな利用定員の設定について 

                  【資料４】 

 

 

 

＜次回開催予定＞ 

日時：令和 8年 2月頃 
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

１ 概 要 

全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対する支援を強化するため、０歳

６か月から満３歳未満までの子どもを対象として、保護者の就労要件を問わず、

月 10 時間までの利用を上限とした通園支援を実施するもの。 

 

２ 本格実施に向けた国の動き 

時 期 内 容 

令和 6 年 

6 月 12 日 
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律公布 

第 1 回（6/26） 

第 2 回（9/26） 

第 3 回（10/30） 

第 4 回（12/26） 

・「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会」 

令和 7 年度の事業実施に関する利用可能時間、人員配置、

設備運営基準、安定的な運営の確保等について、検討 

令和７年１月 ・乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定 

4 月 ・改正児童福祉法施行 → 事業の法制度化 

 第 1 回（7/18） 

 第 2 回（10/10） 

 第 3 回（12 月） 

・「こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会」※ 

  第 1 回検討会では、令和 7 年度の実施状況(115 自治体で事

業開始（6 月時点）、254 自治体で実施予定)、本格実施に向け

た準備事項とスケジュールについて説明 

10 月 ・国：乳児等通園支援事業の確認基準（案）の提示 

11 月 ・国：乳児等通園支援事業の確認基準の制定 

令和 8 年 4 月 
・改正子ども・子育て支援法施行  

⇒ 新たな給付制度として全ての自治体で実施 

※ 国の検討会において、令和８年度の本格実施に向け、主に以下事項について、

議論される予定。 

・利用可能時間 

・補助・公定価格 

・こども誰でも通園制度の実施に関する手引（改正） 

・こども誰でも通園制度に関する研修 
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３ 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の検討状況 

（１）条例制定における基本的な考え方 

   国の「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準」（【別紙 1】参照）は、

乳児等通園支援事業を適切に運営するための基準として規定されるものである

ことから、国基準を基本としつつ、本市の実情に応じて必要な規定を設けるこ

ととする。 

  ※ 「名古屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例」に準じて、検討 

 

（２）国の基準（内閣府令）から変更を検討する主な事項 

   以下の事項について、国の基準に対して規定の追加を行う。 

区 分 内 容 理 由 

なごや子ども

の権利条例の

理念の追加 

なごや子どもの権利条例

の理念に則り、運営するこ

とを追加 

なごや子どもの権利条例に基づ

き、子どもの健やかな育ちを保

障するため 

防犯 防犯に関して必要な措置

を講じることを追加 

防犯の意識を高めるとともに、子

どもの安全確保を図るもの 

避難訓練等 少なくとも毎月１回は避

難訓練等を行うことを追

加 

非常災害に備えるため、避難訓

練等に係る基準を定めるもの 

食料及び飲料

水の備蓄 

 

飲料水及び食料を備蓄す

ることを追加 

本市が南海トラフ巨大地震の想

定震源域であることを踏まえ、

大規模災害に備えた基準を定め

るもの 

暴力団の排除 

 

運営にあたって、暴力団を

利することとならないよ

うにすることを追加 

暴力団排除のための責務を明確

にするもの 
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４ 名古屋市子ども・子育て支援事業計画の改正（乳児等通園支援事業） 

子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本指針に即して、５年

を１期とする子ども・子育て支援事業計画を策定することとされている。基本指

針について、以下の事項が追加されるため、名古屋市子ども・子育て支援事業計

画の改正を行うもの。（【別紙 2】参照） 

（１）「乳児等通園支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容及びその実施時期」 

「量の見込み」の算出等の考え方については、令和 6 年 10 月に国から示され

たことから、本事項については、令和 7 年 3 月に計画を設定している。 

（２）「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関す

る事項」 

   以下の内容について、名古屋市子ども・子育て支援事業計画に追加。 

「（５）乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・

保育等の推進に関する体制の確保 

全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対する支援を強化するため、

乳児等通園支援事業者及び地域の教育・保育施設等に対して情報提供を行う

とともに、教育・保育施設等と連携することにより、乳児等通園支援事業の

利用から教育・保育施設等の利用への円滑な移行ができるよう支援します。」 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 内 容 

令和 8 年 2 月頃 ・第 3 回教育・保育部会 

乳児等通園支援事業を実施する事業所の利用定員を定め

るため、意見聴取予定 

・第 3 回なごや子ども・子育て支援協議会 

名古屋市子ども・子育て支援事業計画（改正案）について

報告 

3 月 
・特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

の制定 

4 月 
・条例に基づく事業者の確認 

 ⇒ 給付制度として本格実施 
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【別紙２】
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子どものための教育・保育給付

(5)乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・

　 保育等の推進に関する体制の確保

　全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対する支援を強化する

ため、乳児等通園支援事業者及び地域の教育・保育施設等に対して情

報提供を行うとともに、教育・保育施設等と連携することにより、乳

児等通園支援事業の利用から教育・保育施設等の利用への円滑な移行

ができるよう支援します。

追加



 

 

 

≪議 題≫ 

 

（１）今後の教育・保育施策のあり方検討につ

いて 
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第 1回教育・保育部会における主な意見 

（今後の教育・保育施策のあり方検討） 

 

１ 利用者負担額の軽減 

上田 

委員 

・社会的インパクトとしては完全無償化の方が良いが、保育ニーズの

増加に伴う待機児童対策への影響も考慮すると、バランスをみなが

ら段階的に進めていくことが必要。 

藤岡 

委員 

・愛知県では令和 7 年 10 月から第 2 子無償化を予定しているが、こ

れまで愛知県・名古屋市と歩調を合わせて保育施策を行ってきた。

時期の差はあっても県と足並みを揃えて名古屋市においても無償

化を実施していくのかお聞きしたい。 

齊藤 

委員 

・無償化は新たなニーズを掘り起こすことが目的ではなく、保護者の

選択肢を増やすといった保護者ニーズへの対応のひとつである。補

足意見の内容について工夫が必要。 

・選択肢を増やす意味では、０歳から２歳の無償化だけでも意義があ

るが、利用できない保護者（幼稚園の２歳児プレや満３歳預かり等）

に対する支援についても検討が必要。すべての子どもに対して支援

が行き届く施策の実施をお願いしたい。 

 

２ 保育ニーズの増加を見据えた教育・保育施策のあり方 

上田 

委員 

・新設整備という考え方ではなく、公立私立幼稚園の活用等も含めた

方策を検討する必要がある。 

齊藤 

委員 

・（利用者負担額の軽減に伴い）待機児童対策として新設整備が必要な

ことは分かるが、長期的に見た時に不要となってくる。現在ある施

設をうまく活用しながら対策を行っていく必要がある。私立幼稚園

は定員に余裕があるはずなので満 2歳児から受け入れるなど、名古

屋市としての施策を検討頂きたい。 

橋本 

委員 

・（第２子無償化であれば）令和 10 年には対策が必要なくなるため、

2年だけのために受け皿としての新設整備は現実的ではない。 

・お金の面・人の面などバランスよく考えて、新設整備以外に受け皿

としてどのような方策があるか検討が必要。 

藤岡 

委員 

・既存施設を十分に活用する形で、人的支援に対しても維持しつつ

様々な方策で対応を検討する必要がある。 

・定員が埋まらず、特に小規模保育事業に至っては、運営がかなり厳

しいため、定員の増減についてもっと柔軟（判定期間を短く）に対

応できるような仕組みづくりの検討が必要。 
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山谷 

委員 

・第１子無償化については、必要な対策数を見る限り非常に難しい印

象だが、第２子無償化に関しては、令和 10 年 4 月で対策数は必要

ないとのこと。令和 9年 4月の 236 や令和 10 年 4 月の 1090 という

数字は対策として可能な範囲なのか市の考えをお聞きしたい。 

 

３ その他 

藤岡 

委員 

・局地的なニーズ増に対する新設整備についても、定員の増減などで

対応いただき、新設整備はやめて頂きたいが市の考えをお聞きした

い。 

・地域型保育事業の運営は大変苦しい状況にある。意見書でも述べら

れているが、急な閉園を防ぐ支援の仕組みづくりについて早急に検

討が必要である。現在の検討状況等あればお尋ねしたい。 
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「今後の教育・保育施策のあり方」について 

（補足意見・案） 

 

令和７（２０２５）年○月○日 

 

なごや子ども・子育て支援協議会 

教育・保育部会 

 

 

はじめに 

  令和６（２０２４）年６月１０日になごや子ども・子育て支援協議会教育・保

育計画部会が提出した「今後の教育・保育施策のあり方」の意見書において、将

来的な保育ニーズの減少局面を見据えた取組について意見が述べられているが、

利用者負担額の軽減を名古屋市において実施する場合、保育ニーズの増加が見込

まれることから、教育・保育部会において、利用者負担額の軽減及び保育ニーズ

の増加に対する現状と課題を整理し、「今後の教育・保育施策のあり方」の補足意

見として取りまとめたので報告する。 

 

１ 利用者負担額の軽減について 

名古屋市では従前より、３歳未満児にかかる保育料を国基準保育料の６割程度

に抑えることや、第３子以降の子どもの保育料を無料とする独自の多子軽減施策

を実施してきたが、他都市の状況をみると、東京都では第１子無償化、政令指定

都市でも全２０市中７市が第２子無償化を実施しており、近年、保育料無償化を

独自に実施する自治体が増加し、地域間格差が生じてきている。 

利用者負担額の軽減は、子育て世帯の負担軽減や保育所等を利用していない保

護者にとって選択肢を増やすことに繋がることから、国の動向や他都市の実施状

況を踏まえ、さらなる利用者負担額の軽減を実施すべきであるが、保育ニーズの

増加に伴う待機児童の発生も懸念されることから、実施内容及び実施時期につい

ては、就学前児童数等の状況を注視しながら慎重に検討すべきである。 
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２ 保育ニーズの増加を見据えた教育・保育施策のあり方について 

   利用者負担額の軽減を実施する場合、保育ニーズの増加が見込まれるが、一方

で、就学前児童数は年々減少しており、長期的な視点で考えると新たな施設を整

備するのではなく、保育所等での受入れや私立幼稚園での預かり等の既存の枠組

みを活用することによって、待機児童が発生しないよう検討すべきである。 

また、一時的な保育ニーズの増加に伴う待機児童対策が必要となる場合であっ

ても、地域型保育事業など、地域あるいは施設によっては、既に経営状況が悪化

しており、急な閉園となってしまう恐れがあることから、保育ニーズの動向だけ

に注視するのではなく、個別の状況をしっかりと把握し、施設の急な閉園を防ぐ

等の仕組みづくりを早急に検討する必要がある。 

 

おわりに 

利用者負担額の軽減とそれに伴う保育ニーズの増加を見据えた、課題や取組につ

いて意見を述べてきた。「今後の教育・保育施策のあり方」の意見書と併せて補足意

見についても、名古屋市の今後の教育・保育施策に反映されることを望み、補足意

見のまとめとする。 
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≪議 題≫ 

 

（２）利用定員設定の考え方の見直しについて 
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利用定員設定の考え方の見直しについて 

  本市の利用定員設定の考え方については、平成 27 年度及び平成 28 年度の教育・保育部会における意見聴取を行いながら本市独自に定

めたものであるが、就学前児童数における保育を必要とする児童の割合が近年増加するなど、子ども・子育て支援新制度の開始から 10 年

が経過し本市の状況が変化していること、また、国において定員を恒常的に超過する場合の調整適用の要件が変更（※）されたことなど

を踏まえ、利用定員の設定に関する考え方を見直すもの。 

 

 ※2・3 号認定子どもについて、利用定員を超えている状態が一定期間継続する場合における公定価格の減額調整の要件が見直され、以下

のとおり「連続する 5年度間」→「連続する 2年度間」に短縮されたもの。 

  【令和 7年度～】 

               2 

(1)直前の連続する 5年度間、常に利用定員を超えていること 

(2)各年度の年間平均在所率が 120％以上であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保育所から認定こども園へ移行する場合の 1号認定子どもの定員設定（以下「保育所 1号設定」という）の考え方 

 

・１号認定子どもの利用定員については、本市において供給過剰であることから、新規の定員設定を抑制する方針とする。 

 

・国が認定こども園への移行を促進していること、また、保護者の就労状況に関わらず同じ施設を引き続き利用できるという認定こども

園の趣旨を鑑みる必要があることから、保育所 1号設定については、原則として必要最小限の範囲で定員の設定を認めることとする。

なお、保育所 1号設定については、原則として定員の増加を認めないこととする。 

 

・上記の「必要最小限の範囲」については、2号認定子どもの利用定員の 10％程度（各歳上限 5人）とする。ただし、2・3号定員を縮

小して 1号定員へ転換することは認めないこととする。 

 

・平成 27 年 4 月 1 日（子ども・子育て支援新制度の開始日）より前に認可された施設については、移行初年度から上記の範囲内で定員

を設定することを可能とするが、その他の施設については、移行または開所後 2年目以降に定員を設定することを可能とする。 

両方に該当 

現行の利用定員設定の考え方 
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② 幼稚園から認定こども園へ移行する場合の 2号認定子どもの定員設定（以下「幼稚園 2号設定」という）の考え方 

 

・2 号認定子どもの利用定員については、当該施設が公募対象地域に存するか等の待機児童対策の状況により、新規の定員設定を調整

する方針とする。 

 

・待機児童対策の状況により調整を行う場合には、国が認定こども園への移行を促進していること等を鑑み、幼稚園 2号設定について

は、原則として移行前の幼稚園の認可定員の 10％程度（各歳上限 5人）まで設定できることとする。なお、幼稚園 2号設定について

は、原則として定員の増加を認めないこととする。 

 

区 分 整備補助なし 整備補助あり 

賃貸標準園・通常整備公募対象地域 ・2号利用定員は任意で設定できる 
・整備補助を行う趣旨を踏まえ、2号利用定員

設定の必要な調整を行う 

賃貸標準園・通常整備公募対象地域

以外 

・2号利用定員は移行前の幼稚園の認可定員の

10％程度(各歳 5人)までの設定 

・2号利用定員は移行前の幼稚園の認可定員の

10％程度(各歳 5人)までの設定 

 

③ 幼稚園から認定こども園へ移行する場合の 3号認定子どもの定員設定（以下「幼稚園 3号設定」という）の考え方 

 

・幼稚園 3号設定については、学年進行上支障がないように設定することとする。 

現行の利用定員設定の考え方 
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 ⇒定員変更については令和 8年 10 月 1 日から、新規の定員設定については令和 9年 4月 1日から上記の考え方を適用するものとする。 

 

 

保育所から認定こども園へ移行する場合の 1号認定子どもの定員設定（以下「保育所 1号設定」という）及び幼稚園から認定こども園

へ移行する場合の 2号認定子どもの定員設定（以下「幼稚園 2号設定」という）については、本市の実情や令和 7年度から定員超過減算

の要件が変更（※）されたこと等を踏まえ、次のとおり、一部の利用定員の設定に関する考え方を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 定員変更については令和 8年 10 月 1 日から、新規の定員設定については令和 9年 4月 1日から上記の考え方を適用するものとする。 

① 幼稚園 2号設定及び保育所 1号設定の考え方 

 

・公募対象外地域における幼稚園 2号設定については、移行前の幼稚園の認可定員の 20％程度（各歳上限 10 人）まで設定できること

とする。 

 

・一方で、保育所 1 号設定については、本市において 1 号の新規の定員設定を抑制する方針としていることから、幼稚園 2 号設定と

同等の引き上げではなく、2号認定子どもの利用定員の 15％程度（各歳上限 10 人）まで設定できることとする。なお、新設の幼保

連携型認定こども園の１号定員の設定についても同様の考え方とする。 

 

・幼稚園 2号設定及び保育所 1号設定については、原則として定員の増加を認めないこととする。ただし、令和 8年度中に実施する 2

回の意向調査の機会に限り、現行の考え方で設定している定員から上記の範囲内で増やすことを認めることとする。 

 

・保育所 1号設定については、平成 27 年 4 月 1 日以降に認可された施設については、従前からの部会でのご意見や施設からの要望等

を踏まえ、移行の場合は初年度から定員を設定できることとし、新設の場合は現行の考え方と同様に、保護者のニーズ等を鑑みて

開所後 2年目以降に設定できることとする。 

 

 

② 幼稚園 3号設定の考え方 

 

・幼稚園 3 号設定については、現行の考え方を維持するため、移行前の幼稚園の認可定員の 10％程度（各歳上限 5 人）まで設定可と

する。 

新たな利用定員設定の考え方（案） 

資料3-3



 

●現行の利用定員設定の考え方 

＜幼保連携型認定こども園の新設・保育所から認定こども園への移行＞ 

1 号 2 号 3 号 

新規の設定を抑制する。 

・平成 27 年 4 月 1 日（子ども・子育て支援新制度の開始日）より前に認

可された保育所が移行する際は、原則として、2 号認定子どもの利用定

員の 10％程度(各歳上限 5人)まで設定できる。 

・新設の幼保連携型認定こども園及び平成27年4月1日以降に認可された保

育所で認定こども園へ移行した園については、認定こども園としての認

可・認定後2年目以降は、保護者のニーズ等を鑑み、2号認定子どもの利

用定員の10％程度(各歳上限5人)まで新規に設定できる。 

利用定員を縮小し、1 号認定子どもの利用定員へ転換するこ

とは原則認めない。 

 

＜幼稚園から認定こども園への移行＞ 

1 号 

2 号 

3 号 その他 公募対象

地域 
整備補助 取扱い 

移行前の幼稚

園の認可定員

内 で 設 定 す

る。 

対象 

無 任意に設定できる。 

学年進行上支障がないように

設定する。 

 

有 
整備補助を行う趣旨を踏まえ、必要な

調整を行う。 
1歳児からの受入れ必須 

対象外 

無 原則として、移行前の幼稚園の認可

定員の 10％程度（各歳上限 5 人）まで

設定できる。 

 

有 1歳児からの受入れ必須 
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●新たな利用定員設定の考え方（案） 

＜幼保連携型認定こども園の新設・保育所から認定こども園への移行＞ 

1 号 2 号 3 号 

新規の設定を抑制する。 

・保育所が認定こども園へ移行する際は、原則として、2 号認定子どもの

利用定員の 15％程度(各歳上限 10 人)まで設定できる。 

・新設の幼保連携型認定こども園については、認定こども園としての認可

後2年目以降は、保護者のニーズ等を鑑み、2号認定子どもの利用定員の

15％程度(各歳上限10人)まで新規に設定できる。 

利用定員を縮小し、1 号認定子どもの利用定員へ転換するこ

とは原則認めない。 

 

＜幼稚園から認定こども園への移行＞ 

1 号 

2 号 

3 号 その他 公募対象

地域 
整備補助 取扱い 

移行前の幼

稚園の認可

定員内で設

定する。 

対象 

無 任意に設定できる。 
学年進行上支障がないように

設定する。 

  

有 
整備補助を行う趣旨を踏まえ、必要な

調整を行う。 
1 歳児からの受入れ必須 

対象外 

無 
原則として、移行前の幼稚園の認可

定員の 20％程度（各歳上限 10 人） 

まで設定できる。 

・原則として、移行前の幼稚園

の認可定員の 10％程度（各歳

上限 5人）まで設定できる。 

・学年進行上支障がないように

設定する。 

  

有 1 歳児からの受入れ必須 
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